
令和７年度第４回合同会議

令和８年２月８日（日） 木津町地域
地域⾧ 田中芳久



配付資料の確認

 令和7年度 第4回合同会議次第
 木津町区役員・委員名簿（木津町区役員4月改選） 氏名の確認
 木津町区自主防災会組織及び連絡網 氏名の確認
 木津町区組織
 木津町区 財産処理（処分）委員会規約
 木津町区自主防災会備品使用願（木津町区HP掲載）



１．新役員の紹介

町内会名又は自治会名
お名前
役名




２．新役員名簿・要望事項提出の件

☆要望事項
・市への提出期限 令和８年２月１３日(金)

☆交通安全施設設置等要望調査表［道路反射鏡含む］
・市への提出期限 令和８年２月１３日(金)
*追加、緊急要望は、随時受付（地域⾧まで提出）

☆町総代・自治会⾧・協議委員等の 次期役員の名簿
☆自主防災連絡網 情報班（会⾧）のライン登録について
☆設置消火器の不具合、新規設置等
☆火災報知器設置要請

＊2月下旬配布予定



木津川市行政地域世帯人口（令和7年12月現在）

人口世帯数行政地域

59,07324,329木津地域(18地域）

7,6793,464山城地域（6地域）

12,2655,932加茂地域（9地域）

79,01733,725木津川市計（33地域）

人口世帯数行政地域名
3,1431,357木津町
1,613871木津
397202本町西
1,871910本町東
2,4731,104下川原
1,086501宮ノ裏
628287木津東部
578281市坂
2,3361,088相楽南
1,263587北之庄
1,025471吐師
6,6853,075兜台
4,9072,138相楽台
1,844835東木津川台
4,0871,550西木津川台
7,1252,775州見台
7,4432,755梅美台
10,5693,542城山台



３．①木津町区の概要説明
 木津町区のエリア

住宅地



３．②木津町区の概要説明

 四丁目 幸町 ガーデン瓦谷
 五丁目 みどり町 木津瓦谷中央自治会
 小寺町 若葉町 コンフォート木津神田自治会
 西町 木津南ガーデンタウン リーブルガーデン宮ノ内
 三桝町 城西町 クレイドルガーデン宮ノ内
 川原町 サンガーデン木津西 フォーレスト木津
 不二荘園 木津八ヶ坪
 （公園南・三丁目・木津宮ノ内１０７は自治会町内会解散）

令和８年 木津町区町内会、自治会



３．③木津町区の概要説明
 木津町区の約束事としての定め。（木津町区規約内表示）

木津町区
自主防災会規約

木津町区規約
＊財産処理（処分）
委員会規約

社会福祉協議会
木津町区支部規約

木津町区
青少年育成
委員会規約



３．④木津町区の概要説明
木津町区の情報発信

合同会議他各種会議

木津町区ＨＰ 木津町区自主防災会連絡網



３．⑤木津町区の概要説明

 新ＵＲＬ
 https://木津町区.jp

木津町区の情報発信 木津町区ホームページ



令和８年度（2026）　木津町区自主防災会組織及び連絡網

吉田　実 芝原　利晃

田中　芳久 駒井　幸夫

田中　芳久 西　洋祐 新川　順一 反田　明浩

町名・自治会名 氏 名 電話番号 氏 名 電話番号 氏 名 電話番号 氏 名 電話番号

会 長 三丁目 ***** ***** ***** *****

田中　芳久 四丁目 飯田　民雄 飯田　泰啓 大蔵　和也 綿崎　五郎

090-8987-6321 五丁目 榎　敏信 中島　久文 北浦　喜久男 前田　宗彦

小寺町 岡崎　庸一 中村　吉紀 藤野　敦 立花　省二

西口　勝彦 相馬　巴日佐 土井　光雄 森本　武夫

生抜　政彦 山本　恒雄 田中　栄子 亀井　利和

***** ***** 坂口　育子 *****

副 会 長 川原町 山口　勝巳 三桝　誠二 松山　恵則 福井　雅康

西　洋祐 三桝町 曽我　義隆 菅　治央 米田　達也 南　真人

070-5432-0925 金田　豊司 鈴木　千尋 荒木　聖治 吉村　延子

阪本　喜則 橋本　京子 向井　健文 細川　由美

幸町 山田 　真弓 山田 　真弓 木田　修子 中下 和男

周栄　清隆 中村　和広 宮原　一人 森田　雄己

岡崎　早苗

会 計 南ガーデン 下谷　明彦 井上　康弘 芝口　義孝 谷本　和憲

新川　順一 若葉町 竹上　浩司 戸田　和義 吉川　俊介 置田　広司

080-4398-4470 城西町 奥田　崇大 梅原　一輝 浜本　光弘 北村　夕菜

澤岻   享憲 西中　慧 新井　清寛 大野　剛史

***** 近藤　英昌 嶋田　大志 神志那　雄二

木津八ヶ坪 村上　武史 久保　未来 粟田　敏子 望月　照嚴

防災部長 神田自治会 花田　陽 岡野　陽平 田尾　まゆみ 福井　真人

反田　明浩 木津瓦谷中央 田中　充 大倉　善那 大倉　善那 田中　瑞章

090-3037-4189 リーブル宮ノ内 小西　建一 井上　公平 小西　建一 井上　公平

クレイドル 松室　諭 鈴木　遼大 河原　哲子 玉井　資

宮ノ内１０７ ***** ***** ***** *****

公園南 ***** ***** ***** *****

林　真由子 道場　理恵 柴田　美由起 山上　隼人

玉中　聡馬

フォレスト 神例　　博

フォルトゥーナ フロープラッツ リバーバレー サントノーレ フォレストK クレメント木津八ヶ坪

フェリーチェ ｸﾚﾒﾝﾄ宮ノ内A・B クローバ-

西　洋祐 西口　勝彦 森川     龍 玉﨑　義和

070-5432-0925 ７２－２１６４ ７２－１２６４
０９０－８５７６

－４１０６

防 災 部 長 福井マンション ルミエール木津 モルティ木津
シャーメゾン

宮ノ内
プレミール プラヌス木津 クリーンハイツ

反田　明浩 福井　健雄 坂本　明彦 木下　富雄
株式会社

レオパレス２１
株式会社

ＫＯＳＥＩ

090-3037-4189 ７２－２７８３
５２－３２２４

（城陽市寺田）
７２－１１８２ 050-2016-2236 86-4840

消　防 病　院 ガ　ス 水　道 電話（NTT) 電　気
消 防 団

第２分団第１部

木津警察署 木津南交番
相楽中部

消防署

京都山城総合医

療センター

大阪ガス北東部

リビング事業部

木津川市

水道事業部

NTTネオメイト

みやこ

関西電力

伏見営業所

第１部長

玉津　雅弘

７２－０１１０ ７１－０１１０ ７２－２１１９ ７２－０２３５
０１２０－５９４

－８１７
７２－０２０３

０１２０－３８５
－７８０

０８０－０７７７
－８０３３

０９０－８７５４
－８６９９

西町

副 会 長 コーポ西口 サンシャイン サニーパレス

積水ハウス不動産関西株式会社

０７４２－５２－２３００

警　　　察

不二荘園

サンガーデン

７２－１５４８

八木　基詞

みどり町

ガーデン瓦谷

会 長 副 会 長 会 計 防 災 部 長

情 報 班 消 火 班 救 出 救 護 班

大東建託パートナーズ株式会社
奈良営業所

０７４３－５８－５３３４

木津川市危機管理課長 監 事

会 長 （ 地 域 長 ） 相 談 役

水谷　圭一
水 利 組 合 長

奈良　由雄
福井　健二

給 食 給 水 班

自主防災会組織

自
主
防
災
会
連
絡
網

公共機関

取り扱い注意



３．⑥木津町区の概要説明 2019年4月1日現在

会 長 （ 地 域 長 ）

副 会 長 （ 副 地 域 長 ）

会 計 （ 区 会 計 ）

木 津 町 区 役 員

地 域 長
（ 区 長 ）

副 地 域 長
( 副 区 長 )

会 計

事 務 局 員(区事務局 員)

防災部長（区防災部長）

木 津町区 自主防 災会

防 災 委 員

防 災 部 長

監 事 （ 区 監 事 ）

顧 問 （ 区 顧 問 ）

相 談 役 （ 区 相 談 役 ）

会 計 （ 地 域 長 ）

監 事

福 祉 委 員

社会福祉協議会
木津町区支部

支 部 長 （ 区 相 談 役 ）

副 支 部 長

委 員 長

五 丁 目 副 委 員 長 兼 会 計

小 寺 町 監 事 （ 地 域 長 ）

コ ン フ ォ ー ト 木 津 神 田

木 津 瓦 谷 中 央 自 治 会

リ ー ブ ル ガ ー デ ン 宮 ノ 内

育 成 委 員

川 原 町

三 桝 町
木津町区開発委員会

会 長 （ 地 域 長 ）

不 二 荘 園 副 会 長 （ 副 地 域 長 ）

ガ ー デ ン 瓦 谷

フ ォ レ ス ト 木 津

ク レ イ ド ル ガ ー デ ン 宮 ノ 内

木 津 宮 ノ 内 １ ０ ７

城 西 町

サ ン ガ ー デ ン 木 津 西

木 津 八 ヶ 坪

幸 町 水 利 組 合 長

み ど り 町 開 発 委 員

木 津 南 ガ ー デ ン タ ウ ン 町 総 代 （ 自 治 会 長 ）

木 津 町 区 自 治 会

各 町 総 代 （ 自 治 会 長 ）

各 町 協 議 委 員

若 葉 町

西 町

四 丁 目 木津町区青少年育成
委員会

消 防 団 員

木津消防団第2分団第1部 木津小学校地域協力員

ボランティア有志

各 法 人

監 事

相 談 役

事 務 局 員

（ 三 丁 目 、 公 園 南 を 削 除 ）

顧 問

相 談 役
（区相談役・水利組合長）

町 総 代 （ 自 治 会 長 ）

木津町区防災士

防 災 士

木津町区防犯パトロール

ボランティア有志

顧 問 （ 区 顧 問 ）

会 計 （ 区 会 計 ）

木津町区財産処理(処分)
委員会

会 長 （ 地 域 長 ）

副 会 長 （ 副 地 域 長 ）

監 事 （ 区 監 事 ）

市・青少年育成

委員会

市・社会福祉

協議会

木津川市

（行政地域設置条例） 市・危機管理課



３．⑥木津町区の概要説明
 主な事業活動
【事業】
第6条 本区は次の事業を行う。
(1)各自治会および区民相互の親睦を図る集会等の開催
・各種会議＆意見交換会＆防災研修

(2) 本区自主防災に関する事項
・木津町区自主防災会事業活動

(3) 本区内の開発に関する事項
・宅地開発＆集合住宅開発に関する開発会議
・区内工事に伴う安全確保と情報発信

(4) 区民の福祉向上に関する事項
・社会福祉協議会木津町区支部事業活動

(5) 青少年の健全な育成に関する事項
・木津町区青少年育成委員会事業活動

(6) 本区内の防犯活動に関する事項
・防犯パトロール

(7) その他
・情報の共有化と情報発信活動



４．木津町区規約改定案
①木津町区規約（抜粋）【役員】

第7条 本 区に次の役員を置く。 ＊【区域】第５条 木津宮ノ内１０７削除
(1) 地域⾧ 1名
(2) 副地域⾧ 1名
(3) 会計 1名
(4) 防災部⾧ 1名
(5) 監事 1名
(7) 顧問 1名
(8)   事務局員 １名

6． 監事は付表１のとおり輪番制とし、各町の総代または自治会⾧の互
選により選任される。

7.    顧問は地域⾧経験者の中から地域⾧が委嘱する。
8． 相談役は地域⾧が委嘱する。
9． 事務局員は必要に応じて置くことができる。その場合、地域⾧が委嘱する。
【役員の任務】
第8条5. 監事は、本区の会計を監査する。

６.   顧問は相談役任務に加え地域⾧、副地域⾧が業務遂行できない場合は地域⾧代行として業務を遂行する。
【役員の任期】
第9条 役員の任期は原則として2年とする。ただし、防災部⾧、顧問、相談役および事務教員については 再任を妨
げない。



②木津町区役員について
【付表１】

監事の選任会計の選任年 度

不二荘園・神田自治会五丁目令和8年度
(2026)

西町四丁目令和10年度
(2028)

川 原町 ・ 幸 町 ・ 城 西 町 ・ 木津 八ヶ 坪 ・
木津瓦谷中央・ガーデン瓦谷小寺町令和12年度

(2030)

三桝町・若葉町・みどり町・リーブル宮ノ内・
フォレスト不二荘園・神田自治会令和14年度

(2032)

南ガーデン・サンガーデン・クレイドル西町令和16年度
(2034)

五丁目川 原 町 ・ 幸 町 ・ 城 西 町 ・ 木 津 八 ヶ 坪 ・
木津瓦谷中央・ガーデン瓦谷

令和18年度
(2036)

四丁目三桝町・若葉町・みどり町・リーブル宮ノ内・
フォレスト

令和20年度
(2038)

小寺町南ガーデン・サンガーデン・クレイドル令和22年度
(2040)

不二荘園・神田自治会五丁目令和24年度
(2042)

宮ノ内１０７削除



③木津町区自主防災会規約（改定案）
【役員】
第６条 本会に次の役員を置く。

(1) 会⾧ 1名 （区地域⾧）
(2) 副会⾧ 1名 （区副地域⾧）
(3) 会計 1名 （区会計）
(4) 防災部⾧ 1名 （区防災部⾧）
(5) 監事 1名 （区監事）
(6)   顧問 1名 （区顧問）
(7) 相談役 若干名（区相談役）
(8)   事務局員 １名 （区事務局員）

2． 本会の役員は、木津町区の役員が兼務する。
3． 会⾧は、必要に応じて区役員、相談役 のほかに新たな事務局員を委嘱することができる。
4． 役員の任期は、木津町区役員の任期と同じとする。
【役員の任務】
第7条 5.監事は、本会の会計を監査する。

6.顧問は、相談役任務に加え、会⾧、副会⾧が業務遂行できない場合は会⾧代行として業務を遂行する。



４．木津町区青少年育成委員会役員輪番
委 員⾧副 委員 ⾧ 兼会 計年 度

川 原 町 ・ 幸 町 ・ 城 西 町 ・ 木 津 八 ヶ 坪 ・
木津瓦谷中央・ガーデン瓦谷（委員長）西町令和８年度

(2026)

西町不二荘園・神田自治会令和９年度
(2037)

不二荘園・神田自治会小寺町令和１０年度
(2028)

小寺町四丁目令和１１年度
(20329)

四丁目五丁目令和１２年度
(2030)

五丁目南ガーデン・サンガーデン・クレイドル令和１３年度
(2031)

南ガーデン・サンガーデン・クレイドル三桝町・若葉町・みどり町・リーブル宮ノ内・
フォレスト

令和１４年度
(2032)

三桝町・若葉町・みどり町・リーブル宮ノ内・
フォレスト

川原町・幸町・城西町・木津八ヶ坪・
木津瓦谷中央・ガーデン瓦谷

令和１５年度
(2033)

川 原 町 ・ 幸 町 ・ 城 西 町 ・ 木 津 八 ヶ 坪 ・
木津瓦谷中央・ガーデン瓦谷西町令和１６年度

(203４)

宮ノ内１０７削除



木津町区 財産処理(処分)委員会規約（改定案）
制定 令和６年 ４月 １日

(設置)
1. 木津町区の財産区財産に準ずる財産の処理(処分)を行うため、木津町区財産処理(処分)委員
会(以下「本会」という。)を設置する。

(目的)
第２条 本会は、区民の利便並びに地域福祉の向上に寄与するため、使途等について慎重な審

議を行うことを目的とする。
(組織)
第３条 本会の委員は、各町総代、各自治会⾧をもって構成する。
(役員)
第４条 本会に次の役員を置く。
1. 会⾧ １名 (区地域⾧)
2. 副会⾧ １名 (区副地域⾧)
3. 会計 １名 (区会計)
4. 監事 １名 (区監事)
5. 顧問 １名 （区顧問）
６.相談役 若干名 (区相談役・水利組合⾧)

５．財産処理（処分）委員会



(任期)
第５条 役員の任期は、木津町区役員の任期と同じとする。その他、委員の任期は各町内会、各自治会に

委ねる。
（２）任期途中に交代する場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第６条 会⾧は、次に掲げる職務を行う。
(1) 委員又は区民から議案上程の申し出があった場合に、先ず役員会に諮り、必要と認めた場合には委員
会開催の日程の取決め及び各委員への通知を行う。
(2) 本会の議事運営
(3) 本会の決議事項の実施
(4) その他、木津町区農業関係財産処理委員会会⾧及び各関係機関との連携、連絡を密にした情報共有を
行う。
2 副会⾧は、会⾧を補佐し、会⾧に事故があるとき、又は会⾧が欠けたときは、その職務を代理する。
３ 会計は、本会の会計事務を行う。
４ 監事は、会計監査を行う。
5 顧問は、相談役任務に加え、会⾧、副会⾧が業務遂行できない場合は会⾧代行として業務を遂行する
6 相談役は、本会の活動等に助言する。



(委員会の開催)
第7条 委員会は、毎年度１回以上開催するとともに、次に掲げる場合に開催する。
１ 会⾧が必要と認めた場合。
２ 役員３名以上の開催要求があった場合。
(決議事項)
第８条 本会は、次に掲げる事項を決議する。
１ 財産区財産に準ずる財産の基金の使途を決定すること。
２ 本会にて、決議された使途について、その全部、または一部を変更すること。
（２） 議案は、全委員の３分の２以上の出席をもって成立する。なお、委任状をもって出席に代える
ことができる。

（３） 議案の決議は、出席委員の過半数の賛同により決定する。
（４） 前項によって可決された事項の執行方法は、その都度決議をもって定める。
(会計)
第９条 会計は、本会の会計報告を木津町区の総会において報告する。
(監査)
第１０条 監事は、前条の収支を監査し、木津町区総会において報告する。
(会計年度)
第１１条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年の３月３１日に終わる。
(活動内容・使途)



第１２条 本会の使途については、木津川市財産区財産に準ずる財産の取扱
要綱に準じ、それ以外の活動である本会で承認された出合い共同活動等
に参加した者に、日額(当該年度の京都府最低賃金に準拠した額)相当分
を支給する。

（２）作業員の安全を担保するために適切な損害保険に加入するものとする。
（３）動力系機械類の提供者には、燃料費や損料相当分として、１台当たり
の刈払機のチップソー１枚相当を支給する。

附則
１ この規約は、本会において必要と認めたときは、改廃することができる。
２ この規約は、令和 ６年 ５月 １８日から施行する。



要綱第6条に規定する公共投資並びに補償の支出費目
として認められるもの（地域住民の福祉向上のため）
① 集会所建設費事業費 新築・増築・改築・補修・設備工事、用地買収、測量

設計、管理業務、初年度調弁費
② 公園建設事業費 用地買収、設備費、測量、設計
③ 道路建設事業費 新設・舗装等改良工事、用地買収、測量、設計
④ 用排水路改修事業費 新設・改良工事、用地買収、測量、設計
⑤ 下水管等布設事業費 下水管・配水管・ガス管等布設工事、用地買収、測量、

設計
⑥ 溜池管理事業費 溜池測量、調査、防護柵、護岸工事、危険防止柵
⑦ 水利等補償費 水利補償、養魚補償、その他の補償
⑧ 地域文化等振興事業費 御神輿新調・補修、同収納庫建設・補修
⑨ 集会所運営費 光熱水費、電話料金、火災保険料



木津町区財産処理委員会使途提案事項に対する市役所財務課回答についての報告令和7年度

・使途提案:木津合同樋門から天神池の間、井関川歩道の整備（区民全体の健康増進事業）。井関川石垣改修。U字溝
の改修。・樹木の伐採。排水路の川床の凸凹改修

回答:井関川歩道の整備については、各担当部署との連携により可能な事業
他の提案は、要望書としての提出依頼。

・使途提案:各種犯罪抑止対策。大規模災害対策、交通事故対策の資材設置。
回答:いずれも、各家庭への配付事業、および物品購入配付等のため、要望書にての提出依頼

・使途提案:木津町区全域に防犯監視カメラの設置
回答:防犯カメラについては、総務課と警察との協議が必要。学童の通学路への適材配置必要も財産区財産としての
使途は出来ない。
・使途提案:空き地の雑草除去

回答:要望書として提出。
使途提案:神社（白山宮）の樹木伐採費用。排水路の修繕。
回答;関係部署への申請。排水路については、要望書提出。
・使途提案:道路整備、防災関連事業、自治会への補助金。
回答;具体性が無く却下、現金給付は不可
・使途提案:集会所の修理修繕。
回答:地域全体の了解が必要。
・繰出金の利用:財産区の財産を市の一般会計へ繰り出し、市の事業として地域の福祉活動を支援する方法。
回答:繰出金を市の事業として、利用することができるが、使途については、従来の使途、すなわち地域の福祉活動
を支援する事業でなければならない。
地域住民が、安心、安全な暮らしができるようにとの思いで、出された使途意見が、各委員の総意であり、その結果
としての各々の使途要望があり、それが市の基金利用の考え方とのギャップが埋まらないのが現状と考えられます。
このままでは、使途意見と市の考え方が常に平行線となり、基金利用までに至りません。財産管理員会を通じて、基
金利用の改善策を検討していきたいと思います。



６区財産管理委員会会議
令和８年1月2０日

＊木津６区（木津町区、木津区、木津西区、本町東区、下川原区、宮ノ裏区）

①会⾧・副会⾧選出（任期２年 ＊令和８年３月まで暫定）
会 ⾧:木津町区 駒井幸夫相談役
副会⾧:木津区 松嶋朝明氏

②令和7年度事業報告
木津町区（農業関連）:木津町地域田んぼダム事業基本業務報告
③事業計画報告（いづれも承認）
木津区:燈籠寺墓地の整備事業・木津駅東側の用水路改修事業
木津町区（農業関連）:用水路改修事業（木津町地域田んぼダム事業基
本設計に基づく第1号用排水路整備工事）
木津町区(東山墓地関連）:東山墓地管理内の危険樹木等伐採工事



６．①防災倉庫備品の点検

瓦谷児童公園

瓦谷児童公園

井関川 木津小学校 不二荘園集会所



６．②令和7年新規購入防災備品
⑴高圧洗浄機（ケルヒャー社家庭用）
⑵防護メガネ2個
⑶レーキ2個
⑷溝シャベル2個
⑸木津町区自主防災会のぼり4個
⑹のぼり固定台2個



備考数量購入物品名備考数量購入物品名備考数量購入物品名

３丁バール20追加47ヘルメット２機共立刈払機

12個スコップ4台投光器ハロゲンライト1機廃棄1機新ダイワ発電機

２組ボルトクリッパー2台脚立2台水中ポンプ
４台メガホン１台はしご２本サニーホース
５本消火器4台災害用車椅子２機共立高圧洗浄機
２個コードリール１０組毛布＊井関川２個スイコー水槽
３丁かま6組簡易トイレセット１箱工具セット
１台一輪車3台チェーンソー2台LED投光器
1台空気入れ１丁救助用ロープ５丁剪定鋸

４台整理棚５丁カケヤ５丁石付鉈

10枚ブルーシート４丁ハンマー１台一輪車

新規1台家庭用高速洗浄機１台⾧椅子2台運搬台車

新規2機レーキ６丁ツルハシ２台サークルライト
新規4枚自主防災会のぼり1台メガホン２缶ガソリン携行缶
新規2個のぼり固定台１台担架
新規2個溝シャベル２本担架用鋼管

新規２本保護メガネ１４個消火用バケツ

６．③各防災倉庫備品明細
瓦谷児童公園倉庫

コミュニティ助成金購入



備考数量購入物品名備考数量購入物品名備考数量購入物品名

６組毛布１個ボルトクリッパー2台一輪車

１台リアカー５個消火器２台運搬用台車
３組テントセット２台整理棚５丁救助用ロープ

1台ニ連梯子6台簡易テント３丁カケヤ
5台消火器１式炊き出し用具２丁ハンマー

2台炊飯器４丁ツルハシ

2個メガホン６個消火用バケツ

新品ブルーシート２丁バール

青少年４個椅子５個スコップ

青少年１式テーブル

６．③各防災倉庫備品明細

井関川倉庫 木津小学校倉庫



会 長 副 会 長 防災部長 

    

木津町区自主防災会備品使用願 受付番号  

借 用 年 月 日        令 和     年     月     日 （   ）曜日 

返 却 年 月 日        令 和     年     月     日 （   ）曜日 

使 用 目 的         

使 用 備 品 名        

（番号に○印を付

けて下さい） 

2.かけや  3.ハンマー  4・38.脚立式はしご  5.つるはし  8.バール 

9.スコップ  11.ボルトクリッパー  13.スポットライト  15.コードリール 

17.一輪車  22.刈払機  23.発電機  24.水中ポンプ・ホース 

26.高圧洗浄機  27.水槽  29・37.投光器(スタンド付)  30.剪定鋸 

31.石付鉈  32.一輪車  33・40.運搬台車  43.チェーンソー 

その他（使用備品名：                ） 

使 用 場 所         連絡先 ℡       人数      

   上記のとおり使用したいので、許可くださるようお願いします。 

    なお、使用にあたっては適切な取扱を行い破損、紛失等のないよう注意いたします。 

 令和   年   月   日  

町内会名(団体名)                  

木津町区自主防災会長（地域長）様     代表者住所 木津川市                

                        代表者氏名                  ㊞ 

…………………………………………キ…………リ…………ト…………リ…………線………………………………………… 

木津町区自主防災会備品使用許可書 許可番号  

借 用 年 月 日        令 和     年     月     日 （   ）曜日 

返 却 年 月 日        令 和     年     月     日 （   ）曜日 

使 用 備 品 名           

   上記のとおり許可します。 

 令和   年   月   日  

町 内 会 名                

（団体名） 

代 表 者 名              様 

 

遵守事項 

① 備品に破損・紛失その他異常が生じたとき

は、ただちに報告し指示に従うこと。 

② 不注意より怪我等が起きた場合は、使用者

の責任とする。 

木津町区自主防災会長（地域長） 

             ㊞ 

資料１ 資料１ 資料１ 資料１ 

資料１ 

６．④防災備品使用願



防災士

消防団員

木津小地域協力委員

防犯パトロール隊



• パトロール参加可能な方は地域⾧まで連絡願います!



市が発する災害情報
を全住民が入手でき

る仕組みの構築

地域住民の
防災意識の向上 避難所の環境整備

を要請

各自治会で要支援
者を把握

支援者体制の確立
支援者の教育

避難訓練

防災関係者と連携、役割分担
・行政・社会福祉・消防団

・防災士・自主防災会
・社協支部・住民

要支援者と支援者
の繋がり、見守り

継 続

皆で考え知恵を出し合おう!

継 続

個別避難計画

自助最優先
マイタイムラインの作成

継続的な見直し



令和8年事業計画

 防災訓練 令和８年3月2２日（日） 瓦谷児童公園10時～
 防災委員へのご案内 ヘルメット配付（新規防災委員）
 令和８年度通常総会 令和８年5月１０日（日）中央交流会館
 第1回合同会議 令和8年6月14日（日）中央交流会館
 第2回合同会議 令和7年7月11日（土）中央交流会館
 防災大会 令和8年8月2日（日）中央交流会館
 防災研修 令和8年11月8日（日）神戸人と防災未来センター



